
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

登録に同意をした要配慮者、避難行動要支援者

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

地域福祉支援システム情報ファイル

高知県南国市

福祉事務所地域福祉支援係

発災時に支援や介護が必要な方の情報を把握し、それを支援者に迅速か
つ確実に伝達する体制を整備するため。

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5血液型、6電話番号、7ＦＡＸ番号、8メールアド
レス、9同居者（氏名・続柄・生年月日）、10介護・障害の内容、11特記事項、12か
かりつけ医療機関、13病名、14服用薬名、15介護サービス、16緊急時連絡先（氏名・
続柄・電話番号・住所・メールアドレス）、17災害時の避難支援者（氏名・続柄・電
話番号・住所・メールアドレス）、18自宅地図、19担当民生委員、20防災組織

本人からの申請及び住基システム・介護システムとの連携による

含む

　―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市福祉事務所

（所在地）〒783-8501　高知県南国市大埇甲2301番地

　―

個人情報ファイルの種別

　―



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考 　―

民生児童委員名簿

高知県南国市

福祉事務所地域福祉支援係

民生児童委員の情報管理し、地域において民生児童委員活動を円滑に
行っていただくため。

1氏名、2担当地区、3性別、4委員年数、5住所、6電話番号、7生年月日、
8任期

　―

個人情報ファイルの種別

民生児童委員

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

地区社協会長及び本人から収集

含まない

　―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市福祉事務所

（所在地）〒783-8501　高知県南国市大埇甲2301番地



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

個人情報ファイルの種別
　法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

本人から直接収集及び住民基本台帳から収集

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市役所　福祉事務所

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請書を提出した者

精神通院医療給付管理ファイル

高知県南国市

南国市福祉事務所　障害福祉係

精神通院医療費の支給の状況の把握と管理のため。

受付日、氏名、生年月日、住所、進達日、開始日、終了日、自己負担
額、所得区分、重度且つ継続該当



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

身体障害者手帳交付申請書を提出した者

身体障害者手帳管理ファイル

高知県南国市

南国市福祉事務所　障害福祉係

身体障害者手帳の交付状況の把握及び管理のため。

受付日、氏名、住所、進達年月日、交付年月日、手帳番号、級別、障害
名、手帳を渡した年月日、受取印

本人から直接収集及び住民基本台帳から収集

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市役所　福祉事務所

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

個人情報ファイルの種別
　法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

個人情報ファイルの種別
　法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

本人から直接収集及び住民基本台帳から収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市役所　福祉事務所

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

日常生活用具の支給対象者。また、支給対象者が18歳未満の者は支給対
象者の保護者も含む。

日常生活用具給付管理ファイル

高知県南国市

南国市福祉事務所　障害福祉係

日常生活用具の支給状況の把握と管理のため。

支給決定年月日、氏名、生年月日、価格、自己負担額、購入業者名、購
入品の種目、件数、給付月、支払日



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

自立支援医療費（更生）支給認定申請書を提出した者

更生医療給付管理ファイル

高知県南国市

南国市福祉事務所　障害福祉係

更生医療費の支給状況の把握及び管理のため。

受付日、台帳番号、名前、住所、生年月日、年齢、手帳番号、受給者番
号、受給期間、自己負担上限額、病院名、薬局名、入外、種別、送付日

本人から直接収集及び住民基本台帳から収集

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市役所　福祉事務所

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

個人情報ファイルの種別
　法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

南国市福祉タクシー等事業利用対象者

南国市福祉タクシー等事業利用者管理ファイル

高知県南国市

南国市福祉事務所　障害福祉係

福祉タクシー利用等の利用の状況の把握と管理のため。

申請印、申請月日、住所、氏名、生年月日、障害部位等級、受領月日、
受領印、番号

住民基本台帳から収集

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市役所　福祉事務所

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

個人情報ファイルの種別
　法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考 ―

生活保護システム情報ファイル

高知県南国市

福祉事務所保護第１係及び保護第２係

生活保護の実施及びそのために必要となる情報の管理のため利用する。

1整理番号、2氏名、3住所、4性別、5生年月日、6続柄、7保護開始年月
日、8保護停止年月日、9保護廃止年月日、10担当民生委員、11電話番
号、12世帯員氏名、13世帯員生年月日、14世帯員性別、15国籍、16本
籍、17通知先、18前住所、19併給・単給区分、20障害、21家賃額、22扶
助費支給状況、23支払状況、24収入状況、25就労状況、26介護扶助状
況、27医療扶助状況、28扶養義務者状況

―

個人情報ファイルの種別

生活保護受給対象者（停廃止者を含む。）

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

本人から収集及び生活保護法による調査

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市福祉事務所

（所在地）〒783-8501　高知県南国市大埇甲2301番地



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考 -

児童家庭相談援助システム情報ファイル

高知県南国市

福祉事務所こども相談係

要保護児童、要支援児童、特定妊婦等の支援のために必要な情報の管理
を利用目的とする。

1整理番号、2氏名、3生年月日、4性別、5家族構成、6連絡先、7主訴、8
相談種別、9相談方法、10通告者(相談者)、11通告内容、12支援年月日、
13記録者、14支援方法、15記録内容

-

個人情報ファイルの種別

児童虐待通告、子ども家庭相談の対象者（対応終結者、調査後非該当者
を含む。）

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

本人、保護者及び課税課から収集、住民票、戸籍の公用請求など

含む

-

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市福祉事務所

（所在地）〒783-8501　高知県南国市大埇甲2301番地


